
東京交通新聞 2006/3/13 交通論壇 

1 

車両にとらわれず，車両にこだわれ 
～国の支援受け開発を～ 

東北大学助教授 徳永 幸之 
 

東京など大都市ではタクシー需

要回復の兆しが見られるようであ

るが、多くの地方都市や地方部で

は依然として減少傾向が続いてい

る。このような状況にあって、新

規需要として期待される分野の一

つに乗合タクシーがあろう。現在

の乗合タクシーの多くは過疎地域

における路線バスの廃止代替であ

るが、乗合タクシーの需要は都市

部においてもいろいろなところに

あるはずである。この分野はこれ

まで法制度の隙間部分であり、規

制緩和時代にこの分野に目を付け

ない手はないだろう。 
 
法制度のすき間 
 

現行の一般旅客自動車運送事業

は、一般乗合、一般貸切、一般乗

用に三区分される。しかし、これ

を乗合か貸切か、乗車定員１１人

以上か１０人以下かで整理し直す

と四区分になるはずである。すな

わち、乗合で１１人以上の路線バ

スが一般乗合、貸切で１１人以上

の貸切バスが一般貸切、貸切で１

０人以下のタクシーが一般乗用で

ある。では、乗合で１０人以下の

乗合タクシーはどこに位置づけら

れるのか。当然一般乗合のはずで

あるが、法律では乗車定員のこと

は一言も触れられていないにもか

かわらず、一般乗合事業の申請に

対する処理方針という通達で乗車

定員１１人以上と規定し、１０人

以下を例外扱いしているのである。 
これは、需要に合わせた車両を

という本来あるべき姿勢とは逆で、

車両に合わせた制度であり、経営

姿勢となってしまっている。法制

度については現在見直しされてい

るようなので、改正の際にはすっ

きりとした位置づけにしていただ

きたいものである。 
 
乗合事業用の小型車両 
 

乗合タクシーの分野は本来バス

が担うべき分野である。しかし、

その程度の需要であればジャンボ

タクシーや通常のセダン型タクシ

ーで間に合うではないかと言われ

そうであるが、ここが問題なので

ある。ジャンボタクシーといえど

もタクシーであるから、乗合用に

は設計されていないのである。 
乗合ということは、奥に座った

人が途中で先に降りることもしば

しばあるはずであり、現在のジャ
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ンボタクシーでは手前に座ってい

る人が一々降りなければならない。

また、天井は通常のワゴン車より

は高いものの、腰をかがめないと

移動できないし、ドアは通常サイ

ズのままであるから乗り降りは結

構つらい体勢にならざるを得ない。

さらに、ステップの高さは従来の

ツーステップバス並の高さがあり、

低床化した大型バスより遙かに高

いのである。 
現在、交通バリアフリー法等の

関係もあり、大型バスの低床化は

急速に進んでいる。それに比べ

中・小型バスの低床化はなかなか

進んでいないし、乗合タクシー用

の車両開発といった話は全く聞こ

えてこない。しかし、過疎地域な

ど需要が少ない地域ほど高齢化が

深刻であり、ミニバスこそ低床化

が必要なのである。 
 
ユニバーサルデザイン 
 

低床化は車両価格が高く、乗車

定員も減ってしまうため、できれ

ばやりたくない、補助があればこ

そと思っている事業者が多いので

はないだろうか。しかし、低床化

は単にバリアフリーのためだけで

はなく、健常者にとっても、さら

には事業者にもメリットをもたら

すユニバーサルデザイン（全ての

人が使いやすいデザイン）なので

ある。低床化により乗り降りがし

やすくなるということは、乗降時

間の短縮、すなわち所要時間の短

縮につながる。仙台市営バスのデ

ータを分析した結果、高齢者の多

い路線では運行時間の２割もの削

減効果があった。乗降者の少ない

ミニバスでは大した効果はないと

見る向きもあろうが、乗り降りの

しやすさは旅客運送事業における

基本的なサービス評価項目の一つ

であり、座席の配置とともに重要

なデザイン要素のはずである。 
欧米では、ベンツ、プジョー、

フォードといったメーカーがミニ

バスとして２０人から７人乗り程

度の車両を開発している。立った

まま車内移動や乗り降りができる

のは勿論、座席は自由にレイアウ

トでき、複数の車いす対応とする

ことも可能である。 
このような車両開発のためには

まとまった需要が必要である。宅

配業界では１社でメーカーと共同

開発し、それが一般向けにも販売

されている事例もある。これも全

国展開している集配車の台数があ

ればこそである。残念ながらタク

シー業界では１社のみの力では難

しいであろう。特に、乗合事業に

活路を見いだそうとする事業者は

地方部に多いであろうことを考え

ると、業界全体での取り組み、さ

らには国の支援が不可欠であろう。 


